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１．大学に求められる安全保障輸出管理への理解

九州大学知的財産本部,2011
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目的：
国際的な平和と安全を維持するために政府が輸出について
最小限の管理・調整を行えるようにする法律。

貨物の輸出や技術の提供が管理の対象になるか否かを
輸出者が判断（該非判定）し、対象になる場合は、
経産省大臣に輸出の許可を得なければならない。

外為法＜外国為替及び外国貿易法＞
（九州大学としての理解）

外為法＜外国為替及び外国貿易法＞
（九州大学としての理解）



◆ 最先端技術の宝庫
☞ スパイに狙われやすい・・・？

◆ 国際的な学術交流が盛ん
☞ テロリストにとって安全な窓口・・・？

◆ 最先端技術の宝庫
☞ スパイに狙われやすい・・・？

◆ 国際的な学術交流が盛ん
☞ テロリストにとって安全な窓口・・・？

世界からみた「日本の大学」
（九州大学としての理解）
世界からみた「日本の大学」
（九州大学としての理解）

九州大学知的財産本部,2011
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大学が直面する輸出管理の問題は
２種類あると理解できます。

外為法に求められる貨物・技術の
管理への対応

外為法に求められる貨物・技術の
管理への対応

留学生等を介在した技術転用
問題への対応

留学生等を介在した技術転用
問題への対応

対応しないことによる

「リスク」は
看過できません。

とくに怖いのは
社会的評価の悪化

九州大学知的財産本部,2011
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大学にもリスクマネジメントが必要！

コンプライアンス体制の構築を進める！

（知的財産本部国際法務室）

＜リスクマネジメント＞

・ コンプライアンス
☞ 発生頻度を下げる 「内部統制」

・ クライシスマネジメント
☞ リスクから生じる被害を最小限に抑える 「危機管理」

九州大学知的財産本部,2011
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大学の輸出管理にとって適当な「コンプライアンス」は？

1. 研究者に周知

2. 研究者が行う管理業務を支援

3. 組織としてすべてを一元管理

大学の輸出管理には

どのレベルの体制が

相応しい？

九州大学知的財産本部,2011
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九州大学のコンプライアンスへの取り組み九州大学のコンプライアンスへの取り組み

企業が行うコンプライアンス活動を参考に
大学組織としての「周知（研修）」活動を行いました。

◆ 知財本部：各部局（研究院）の教授会ジャック
◆ パンフレットを作成して全教職員に配布

10~20分の概要説明

研究者（教員）に向けた周知活動

九州大学知的財産本部,2011
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研究者への周知活動研究者への周知活動

◆ 「周知」活動の経緯

法律・輸出管理の概要
・パンフレット作成・配布
・教授会での説明周知

「外為法を遵守しなければならない」気づき

・産学連携（知財本部）
・政府通達、
経産省説明会を介して

負担が増えるだけ！！
アカデミックフリーダムを阻害するのか！？反発・・・ ・お叱りの電話

も・・・

自分とは関係ない。
研究・教育活動が規制される！？

研究者からの
フィードバック

「何をすればいい？」

九州大学知的財産本部,2011

「研究者が行う管理業務を支援」が必要
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産学連携
担当

研究推進担当

「大学」としてどのように対応（支援）するか？

関係する事務部署
での協議（WG）
（2008年5月～
2009年７月）

＜突きつけられた根本的な課題＞

◆ 外為法については未知 ☞ 完全に受け身形
◆ 「他の大学はやってるの？」

＜突きつけられた根本的な課題＞

◆ 外為法については未知 ☞ 完全に受け身形
◆ 「他の大学はやってるの？」

国際化担当
（留学生）

輸出管理統括

知的財産本部

九州大学知的財産本部,2011



（原則）
◆ 国際的な産学連携活動や研究・教育活動に過大な
制約を与えない。

◆ 研究者個人がすべての責任を持つのではなく、
大学法人としての責任を明確にし管理を一元的に行う。

九州大学安全保障輸出管理規程/要項
2010年4月1日 施行

11

学内輸出管理体制 を構築。

知財本部を統括本部とした、

九州大学の安全保障輸出管理体制構築九州大学の安全保障輸出管理体制構築

九州大学知的財産本部,2011

「研究者の支援」と「一元管理」の合わせた体制
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（取組みの経緯）

2008年 1月 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（経済産業省）
2008年 3月 全教職員に対して輸出管理に関する注意喚起を開始（教授会等）

（安全保障貿易管理に関するハンドブックの作成・配布）

2008年 5月 学内関係部署で構成する検討WGを設置、協議を本格化

2009年 7月 部局長会議にて輸出管理体制の骨子を議決
2009年12月 「九州大学安全保障輸出管理規程」制定

（要項と合わせて2010年4月施行）

2010年 1月 国際知的財産研修会（大学における安全保障貿易管理の講演等）
2010年 2月 九州ブロック安全保障貿易管理説明会（経済産業省と共催）
2010年 7月 九州大学事務職員 安全保障輸出管理手続説明会
2010年 9月 安全保障輸出管理に関する新パンフレット作成・配布
2010年10月 九州大学研究者説明会（各教授会、各キャンパスにて開催）
2010年12月 九州地域大学輸出管理実務担当者ネットワーキング 始動

（19大学参加）

九州大学の輸出管理体制構築の経緯九州大学の輸出管理体制構築の経緯

九州大学知的財産本部,2011
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（補足） 九州大学知的財産本部「国際法務室」の役割

国際法務室は、国際的な産学官連携推進事業をはじめとした
知的財産本部業務の国際的な案件にかかる契約実務、
ならびに法律相談等を行っています。

加えて、国際的な活動をするうえで不可欠な「輸出管理」にか
かる諸問題に対応できる学内体制を、国際法務室が中心と
なって構築しました。

九州大学知的財産本部,2011
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（補足） 国際法務室の業務実施項目

④ 輸出管理実務
☞ 輸出管理統括部署として；該非判定サポート等

⑤ 輸出管理学内啓発活動
☞ 説明会開催（事務向け、教職員向け）
新パンフレット作成（本年１０月配布）

① 契約チェック

② 国際法務の各種フロー確定
☞ 既存の受託共同研究契約係の協働

③ 学内国際法務に係る諸問題対応
☞ 学内一般の契約・法律相談

契約支援業務

輸出管理業務

九州大学知的財産本部,2011
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（補足）業務実施項目毎の活動報告

①～③ 契約支援業務

受託共同研究契約をはじめ各種の英文契約書について
レビュー。昨年度実績は１４０件強。一昨年度に比べて２倍
以上の案件数がありました。本年度は約１７０件（見込み）

知財本部としての本務 ･･･ 約９０件

（内、有体物管理センター案件（ＭＴＡ） ･･･ 約１５件）

他部局事務支援としての業務 ･･･ 約５０件

・ 部局締結の国際（英語）契約支援

☞ ＮＤＡ、ＭＯＵ、外注（委託）契約、Letter 等

・ 案件スキームの作成相談対応

・ 法律一般の相談対応

九州大学知的財産本部,2011
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④～⑤ 輸出管理業務

国際的な産学官連携や国際間の学術交流を安全に行う
ためにも、大学が組織的に外為法に基づいた輸出管理に
対応するよう求められています。本学では知財本部を輸出
管理統括部署とする体制を構築しています。

学内輸出管理体制

＝ 学内コンプライアンス体制の一つとして構築

（補足）

九州大学知的財産本部,2011
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２．九州大学の安全保障輸出管理体制の概要

九州大学知的財産本部,2011



部署A 部署B 部署C

輸出管理部

経済産業省

部局A 部局C

事務局

研究者研究者
研究者

研究者 研究者

企業の輸出管理体制 大学の現状

部局B

輸 出
研究者個人や部局

それぞれの判断で輸出

九州大学知的財産本部,2011
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九州大学は 一元的な輸出管理体制 を構築し、

「大学」としてのリスクマネジメントを行えるようにしました。

このままでは危ない！？

九州大学知的財産本部,2011

法人としての責任の明確化



所属部局長所属部局長

【部局輸出管理責任者】 所属部局長所属部局長

所属部局長所属部局長

知財本部長知財本部長

研究者研究者 研究者研究者

研究者研究者

研究者研究者

研究者研究者

【輸出管理統括責任者】

申請

確認

審査＋承認

二重チェック体制

20

一元的管理体制の特徴 ＝

九州大学知的財産本部,2011
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第一判定

相手先確認

用途確認

第二判定

部局輸出管理
責任者確認

輸出管理統括
責任者審査

判定

経産大臣
許可申請

非該当証明書
発行

許可書受領

輸出・提供
承認

貨物の輸出

技術の提供

本学輸出管理手続フロー

リスト
掲載
有り

該当

非該当

知的財産
本部

部局事務

研究者

例外の確認
例外

例外でない

掲載
なし

申請書作成

輸出管理申請手続



機材を輸出したい！

研究者は、当該機材の輸出が輸出管理の

例外に当たらないか確認します。

事例の紹介

九州大学知的財産本部,2011



要項 第３条第１項
（１） 専ら自己使用のために一般的に店頭販売されている貨物を外国へ

持ち出し、これを持ち帰る行為

市販されているパソコン、携帯電話等、

自己使用目的で持出しかつ持ち帰ることが明らかな民生品は

例外としています。

本学要項第３条第１項に定める貨物の輸出は、
原則として管理対象から除外。

暗号特例告示より

● 購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便若しく
は公衆電気通信回線に接続した入出力装置（電話を含む。）による
注文により、販売店の在庫から販売されるもの（外国でのみ販売さ
れるものについては、当該販売の態様を書面により確認できるも
のに限る。）

九州大学知的財産本部,2011



以下の技術の提供も、原則として管理対象から除外。

24

要綱 第３条第２項 より

（１）公知の技術の提供、あるいは技術を公知とするための当該技術の提供であっ
て、次のいずれかに該当するもの

①新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、
既に不特定多数の者に対して公開されている技術の提供

②学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が
入手可能な技術の提供

③工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又
は聴講可能な技術の提供

④ソースコードが公開されているプログラムの提供
（２）学会発表用の原稿あるいは展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、
当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引

（３）次のいずれにも該当する基礎科学分野の研究活動において行う技術の提供
①自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的としたもの
②理論的又は実験的方法により行うもの
③特定の製品の設計あるいは製造を目的としないもの

（４）工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な
最小限の技術の提供

● すでに公知になっている技術

● 公知にするための技術（学会・論文発表、特許の取得等）

● 基礎科学分野の研究に使用する技術

の提供は例外としています。

九州大学知的財産本部,2011



例外（=手続不要）となる大学の研究・教育活動の例

● 海外の大学や研究機関との学術的な共同研究
● 海外での学会発表、論文発表
● 留学生（学部生）への教科書を用いた教育・指導

など。

九州大学知的財産本部,2011



基礎科学分野の研究に使用する技術の提供

① 自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的としたもの

② 理論的又は実験的方法による行うもの

③ 特定の製品の設計あるいは製造を目的としないもの

①～③のすべてに該当する場合に「例外」となる。

基礎科学分野の研究と認識されるには
かなりハードルが高いと言わざるを得ません。

九州大学知的財産本部,2011
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米国の輸出管理制度と大学の対応

◆ 「基礎研究（Fundamental Research）」の例外が大学の活動に広く当てはまる。
◆ 基本的には留学生への指導はこの範疇に含まれていると考えられる。

☞ 「公表しないことを前提にした指導」であれば管理の対象となる。
◆ 大学間の共同研究は基本的には「基礎研究」と考えて差し支えない。

☞ 「何の研究をするのか」ということと「基礎研究足りうるものか（公開が禁止されて
いないか）」という点について確認すれば足りる。

◆ 一方で企業との連携（産学連携）については公開を前提にしないものも多い。
☞ その点を捉えて例外に当たらないと考える（諦める）のか、共同研究契約などで
公開する自由を認めさせるのか、それぞれに対応をするべき。

「基礎研究」が国によって厳密に定義されており
より大学フレンドリーな制度になっていると考えられます。

AUTM2011＠ラスベガス
セッション
AUTM2011＠ラスベガス
セッション

九州大学知的財産本部,2011

Susan Wyatt Sedwick, Ph.D,  
The University of Texas at Austin

講演内容抜粋
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申請書と別紙の流れに従って、

必要事項を記入していくことで、

「リスト規制」「キャッチオール規制」

双方に対応できるような内容になっています。

研究者が申請書と別紙を
知財本部のホームページから取得します。

http://imaq.kyushu-u.ac.jp/export_control/index.html

＊ 学内限定です（申し訳ございません。）

例外にあたらなかった場合・・・

九州大学知的財産本部,2011
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第一判定

相手先確認

用途確認

第二判定

部局輸出管理
責任者確認

輸出管理統括
責任者確認

判定

経産大臣
許可申請

非該当証明書
発行

許可書受領

輸出・提供
許可

貨物の輸出

技術の提供

本学輸出管理手続フロー

リスト
掲載
有り

該当

非該当

知的財産
本部

部局事務

研究者

例外の確認
例外

例外でない

掲載
なし

申請書提出

輸出管理申請手続
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31九州大学知的財産本部,2011

CISTEC（安全保障貿易情報センター）の
「項目別対比表」を利用

項目別対比表を用いて

該非を判定。

プリントアウトして

申請書に添付する。

第一判定 （リスト掲載有無確認）

リスト（輸出貿易管理令別表第1の１～１５の項）に
輸出する貨物（の種類・カテゴリー）の掲載があるかどうかを確認。

第二判定（項目別対比表作成）
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学外から調達した製品や部品等を輸出する場合には、
メーカーから該非判定書を入手することもできます。

• 外為法の責任は、基本的には輸出者（＝九州大学）が負う。
• 入手した判定書は申請書に記入する際の材料として扱う。

注
意

該非判定書（例）

あて先：△△大学 殿

商品名：××リアクターＴ6000

該非判定結果：輸出貿易管理令別表第１の３項(2)
貨物等省令２条２項１号ハ に該当

判定理由：本商品は、①容量が１６立方メートルであり、
②内容物と接触するすべての部分がふっ素樹脂
で被覆されている。

判定日：平成22年○月○日
判定者：××ガラス ○○次郎（印）

最新の法令に基
づき該非判定さ
れているか？

判定結果と判定根拠は
明確かつ妥当か？

確実に、調達した
製品の該非判定書で

あるか？

判定者は明確
か？（押印・サイン、
日付等の有無）

九州大学知的財産本部,2011
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ここに記載された情報をもとに、
輸出管理統括部署から
経産大臣へ許可申請を行います。

「該当」の判定のときは

該当内容報告書に

詳細を記載します。

九州大学知的財産本部,2011
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相手先・用途確認

確認する項目

● 仕向地（国名） 【申請書、別紙に記入】
● 相手先名称（企業名、大学名、個人名等） 【申請書、別紙に記入】
● 相手先の所在地 【別紙に記入】
● 仕向地がホワイト国か否か 【別紙にチェック】

アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、
オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓
民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、
フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク

（計２６カ国）

九州大学知的財産本部,2011



相手先が非ホワイト国の場合は･･･

● 相手先が「外国ユーザーリスト」に掲載されていないか確認

● 「大量破壊兵器キャッチオール規制に係る用途チェックリスト」を作成

● 国連武器禁輸国であれば「通常兵器保管規制に係る用途チェックリスト」

の作成

アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、
イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、
ソマリア、 スーダン

九州大学知的財産本部,2011



「外国ユーザーリスト」

現在の掲載企業・組織は

合計９ヵ国・地域の

３３１の企業・組織となります。

経済産業省「安全保障貿易管理」HPもしくは
知財本部のHPで最新情報を確認。
経済産業省「安全保障貿易管理」HPもしくは
知財本部のHPで最新情報を確認。

九州大学知的財産本部,2011



「大量破壊兵器キャッチオール規制に係る用途チェックリスト」
と

「通常兵器保管規制に係る用途チェックリスト」



38

輸出管理統括責任者が

当該貨物・技術につき「該当」と最終判断をした場合、

輸出管理統括責任者が

経済産業大臣への許可申請を行います。

九州大学知的財産本部,2011
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当該貨物が「非該当」である場合は、
九州大学としての

非該当証明書を発行します。

九州大学知的財産本部,2011



輸出管理統括部署処理・対応実績 （2011年2月25日時点）

貨物の輸出 技術の提供

（相談含む）

対応案件数 ５４件
（貨物数２０９個）

６件

内、該当数 ５件 ０件

※ 人員増等、体制の強化が望まれる。

☞ 来年度より各部局輸出管理部署へ
具体的な研修を開催する予定。

九州大学知的財産本部,2011
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A教授 産学連携センター 技術の提供
「炭素繊維」を作成するための測定

データ等
A社 トルコ 企業からのデータ解析依頼

B教授 工学研究院 貨物の輸出 実験装置 備考参照 ベルギーの大学

C教授 総理工学府 技術の提供 有機電界トランジスタの研究 － イラン イラン人留学生

D教授 工学研究院 貨物の輸出

重力計 S社
エジプト 国立の研究機関

温度計 K社

G教授 農学研究院 貨物の輸出 インキュベータ（孵化器） Sa社 タイ タイの大学

H教授 農学研究院 技術の提供
研究課題(農産物の調整加工と高

品質貯蔵技術
－ イラン イラン人留学生

I教授 農学研究院 貨物の輸出 インキュベータ（孵化器） Sa社 タイ タイの大学

K教授 応用力学研究所 技術の提供 未定 － インド インド人留学生

L教授 工学研究院 貨物の輸出 重力計 S社 インドネシア 国立の研究機関

M教授 総合理工学研究院 貨物の輸出 アモルファス磁性ワイヤ Y社 イラン 研究機関

O教授 工学研究院 貨物の輸出 無人機制御装置

P教授 工学研究院 貨物の輸出 重力計 S社 ニュージーランド 研究機関

これまでの対応案件

九州大学知的財産本部,2011
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＜現在検討しているもの＞

● 「技術の提供」の管理方法の精査

☞ 外国人研究者（留学生を含む）、技術の定義（例外）等

● 規程、パンフレットの英語版の作成

● 業務量の調整（人員確保も？）

九州大学知的財産本部,2011
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３．大学に求められるもの

— 「九州地域大学輸出管理実務担当者ネットワーク」の活動 —

九州大学知的財産本部,2011
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留学生等を介在した技術転用問題への対応留学生等を介在した技術転用問題への対応

入り口（留学生等が大学に入るところ）で対応し、
その後も管理することはできないか？

「九州地域大学輸出管理実務担当者ネットワーク」において、
各大学の現状を調査させていただきました。

九州大学知的財産本部,2011



80.0
%

13.3
%

33.3%

53.3
%

6.7%

一元受入（入試等）

各部局・研究科

その他

受入体制

学部留学生 大学院留学生

管理体制

86.7%

6.7%
6.7%

86.7%

13.3%

全学一元管理

各部局

その他

学部留学生
大学院留学生

正規留学生の受入・管理体制

九州大学知的財産本部,2011



◆ 学部生については、受入・管理とも一元的に行う大学が８割以上

◆ 大学院生の受入は各部局に責任を持たせる大学が５割
→ その一方で多くの大学が組織としてデータ等を集中管理

九州大学知的財産本部,2011
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多くの大学では、
組織（法人）としての一元管理体制が構築されているが、

安全保障輸出管理の視点からの体制を含む体制はごく少
数。

九州大学知的財産本部,2011

大学組織（管理部署）に安全保障輸出管理の視点を
「組み込む」ことで対応できるはず。

☞ どのように「組み込む」か？
（規則制定、周知徹底、事務処理での対応 等）



26.7%

60.0
%

13.3%

一元管理

各部局

種別による

非正規外国人研究員（留学生）の管理体制

管理体制

20.0%

53.3
%

26.7
% 学長

部局長

講座・教員

責任者

８割は法人代表以外
☞ 受入教員個人の責任の
追求もあり得る！？

正規留学生になる前の留学生（研究生）等、
基本的には大学の被雇用者とはならない
研究者を対象に整理させていただきました。

九州大学知的財産本部,2011



◆ 管理は各部局任せという大学が６割

◆ 責任者については大学法人（学長等）としての責任を
明確にしている大学は２割にすぎず、３割弱の大学は
受入をした教員個人の責任を問う形にしている

九州大学知的財産本部,2011
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・ なぜ非正規留学生は一元管理できない？

☞ 大学本務（研究・教育）の実施に支障を及ぼさないよう
に。

「アカデミック・フリーダム」の重視。

・ 留学生受入と管理に輸出管理の視点を組み込むことは
大学にとって当然のことなのか？
輸出管理の視点を意識しないことの問題点は？

九州大学知的財産本部,2011
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留学生等への対応は、日本の大学をとりまく
歴史的・政治的な背景も無視することはできません。

大学として適当なバランスを見つけ、一大学だけでなく、
お互い協力し合って体制を検討して行くべきだと考えます。

☞ いずれ大学から政府へ理解を促すことが
必要になるかもしれません。

大学同士が協力しあい、よりよい「大学の輸出管理」を
検討していければと考えています。
ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

九州大学知的財産本部,2011
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ご清聴ありがとうございました。

報告・資料に関するお問合せは

下記にお願いします。

九州大学知的財産本部（輸出管理統括部署）

国際法務室 佐藤弘基

hir-sato@imaq.kyushu-u.ac.jp

Tel：092-642-7237

九州大学知的財産本部,2011


